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1,313 1,205 2,058

当院の実績

ページトップに戻る

３．救急⾞搬⼊台数（台）

解説 当院は⽯川県医療計画において三次救急医療機関に指定されており、⾼度な医療を必要とする重症患者を常
時受け⼊れています。また地域医療を担う医療機関として、⼆次救急医療機関で受け⼊れが困難な救急患者
の受け⼊れも⾏っています。⾼度な医療の提供には⾼い技術を持つスタッフや施設の充実が必要であり、そ
の体制と実績を表す指標です。令和2年度に新設された「地域医療体制確保加算」の施設基準を取得している
医療機関では、「救急⽤の⾃動⾞」や「救急医療⽤ヘリコプター」による搬送件数が年間2,000件以上である
ことが要件の⼀つとなっています。

項⽬の定義 「救急⾞搬⼊台数」は、1年間の救急患者のうち来院⽅法が「救急⾃動⾞」もしくは「救急医療⽤ヘリコプ
ター」である患者数です。「救急⽤の⾃動⾞」には救急⾞、ドクターカー、病院⾞が、「救急医療⽤ヘリコ
プター」はドクターヘリなどが含まれます。
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https://web.hosp.kanazawa-u.ac.jp/guide/qi_2021.html

